
四日市市告示第２２１号 

四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

平成３０年４月１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

 四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱（平成２０年四日市市告示第１０９

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助の対象） （補助の対象） 

第２条 補助金の交付の対象は、四日市

市国民健康保険の被保険者が医療機関

において受診する、磁気共鳴画像検査

（以下「ＭＲＩ検査」という。）を検査

項目に含む脳ドックとする。 

第２条 補助金の交付の対象は、四日市

市国民健康保険の被保険者が医療機関

において受診した脳ドックに含まれるM

RI（磁気共鳴コンピューター断層撮影装

置をいう。）に係る検査（以下「MRI検

査」という。）とする。 

２ （略） ２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 脳ドックを受診した日の属する年

度の翌年度から、２年を経過しても第

４条に規定する補助金交付申請を行

わないとき。 

(2) （略） (3) （略） 

  

（補助金額） （補助金額） 

第３条 補助金の額は、前条に規定する

脳ドックに要する費用に相当する額と

し、予算の範囲において１件につき１

０，０００円を上限とする。 

第３条 補助金の額は、前条に規定するM

RI検査に要する費用に相当する額とし、

予算の範囲において１件につき１０，０

００円を上限とする。 



  

（補助金交付申請） （補助金交付申請） 

第４条 この要綱による補助金の交付を

受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、四日市市国民健康保険脳ドッ

ク補助金交付申請書（第１号様式）を市

長に提出しなければならない。 

第４条 この要綱による補助金の交付を

受けようとする者は、四日市市国民健康

保険脳ドック補助金交付申請書（第１号

様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 申請者は、前項の規定による申請書

を、脳ドックを受診しようとする年度の

２月末日までに市長に提出しなければ

ならない。 

 

  

第５条（略） 第５条（略） 

  

（計画の変更） （補助金の変更） 

第６条 前条の規定により補助金の交付

決定を受けた者は、第２条に規定する脳

ドックに要する費用が変更となる場合

又は脳ドックの受診を中止しようとす

る場合は、直ちに市長に四日市市国民健

康保険脳ドック補助金変更申請書（第３

号様式）を提出し、承認を受けなければ

ならない。 

第６条 前条の規定により補助金の交付

決定を受けた者は、第２条に規定するM

RI検査に要する費用が変更となる場合

又は脳ドックの受診を中止しようとす

る場合は、直ちに市長に四日市市国民健

康保険脳ドック補助金変更申請書（第３

号様式）を提出し、承認を受けなければ

ならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（決定の取消し）  

第７条 市長は、申請者が次の各号のいず

れかに該当すると認めたときは、補助金

の交付決定を取り消すことができる。 

 

（１） 第８条に規定する補助金交付請

求日において国民健康保険料を滞納し

ているとき。 

 



（２） 補助金の交付決定年度内に脳ド

ックの受診をしないとき。 

 

（３） 補助金に関する申請、報告、請

求等について不正な行為があったとき。 

 

  

第８条（略） 第７条（略） 

  

第９条（略） 第８条（略） 

  

第１０条（略） 第９条（略） 

  

第１１条（略） 第１０条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式を次のように改める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（有効期限）  

２ この要綱は、平成３１年３月３１日限り、その効力を失う。  

（経過措置）  

３ 施行日前に改正前の四日市市国民健康保険脳ドック補助金交付要綱の規定に

より申請のあった補助金の取扱いについては、なお従前の例による。  

  

  附 則  

この要綱は、告示の日から施行する。  

 

 


